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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２１年１０月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委 員 長  後 藤 昇 弘 

                           委   員  楠 木 行 雄 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月７日 １９時３０分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市冠島南方沖 

成生
なりゅう

岬灯台から真方位３０３°３.５海里付近 

（概位 北緯３３°３８.０′ 東経１３５°２４.１′） 

事故調査の経過  平成２１年４月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 第三魚住
うおずみ

丸、４.９６トン 

   ２５１－８３９６京都、個人所有 

   １０.７５ｍ(Lr)×２.４４ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、昭和５４年４月 

Ｂ モーターボート ＢＬＵＥＭＡＲＩＮＥ
ブ ル ー マ リ ン

、５トン未満 

   ２５３－１２２１０京都、個人所有 

   ５.９０ｍ(Lr)×２.１２ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、７３.６０kＷ、平成４年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日  昭和５１年５月２８日 

    免許証交付日  平成２０年５月２６日 

             （平成２５年５月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日  平成１８年９月１４日 

    免許証交付日  平成１８年９月１４日 

             （平成２３年９月１３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首端に擦過傷 

Ｂ 衝突箇所から浸水し、沈没して全損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び釣り客２人が乗船し、平成２１年４月７日０９時０

０分ごろ、京都府舞鶴市舞鶴港を出港し、 冠
かんむり

島
しま

南方２海里付近の釣り場

で釣りを行ったのち、１９時２５分ごろ釣り場を出発し、法定灯火を表示

して帰航することとした。Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、４月７日０
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６時００分ごろ、京都府宮津市
み や づ し

栗田
くんだ

漁港を出港した。１９時３０分ごろ、

冠島南方沖において、Ａ船の船首とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、しばらくして衝突箇所から海水が浸入して沈没した。 

 船長Ｂは海中に転落して行方不明となり、４月９日１４時００分ごろ、

発生場所の北方５海里付近において遺体で発見され、死因は脳挫傷及びく

も膜下出血と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんど無し、視界 良好、日没時刻 １８時２

５分（舞鶴） 

海象：平穏 

 その他の事項  船長Ａは、遊漁船業を廃業していたが、以前、乗船したことのある釣り

客から依頼され、遊漁に出かけていた。 

 Ｂ船を引き揚げるとき、錨が効いていた。 

また、引き揚げられたＢ船の両舷灯及び全周灯のスイッチは、オフにな

っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 Ｂ船は、無灯火で錨泊中であったものと考えら

れる。 

 船長Ａは、Ｂ船が法定灯火を表示していなかっ

たことから、Ｂ船の存在に気付かなかった可能性

があると考えられる。 

 Ｂ船が法定灯火を表示していれば、船長ＡがＢ

船の存在に気付き、Ｂ船との衝突が回避できた可

能性があると考えられる。 

 Ｂ船が、法定灯火を表示していなかった理由及

びＡ船を避けなかった理由については明らかにす

ることができなかった。 

原因  本事故は、夜間、京都府冠島南方沖において、Ａ船が係留地に向け帰航

中、Ｂ船が錨泊中、Ａ船が無灯火のＢ船に気付かずに航行したため、両船

が衝突したことにより発生した可能性があるものと考えられる。 

 




